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（終身定期金契約の解除）
第 691条
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第 1章　訴え
（訴え提起の方式）
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（証書真否確認の訴え）
第 134条

（将来の給付の訴え）
第 135条

（請求の併合）
第 136条

（裁判長の訴状審査権）
第 137条

（訴状の送達）
第 138条

（口頭弁論期日の指定）
第 139条

（口頭弁論を経ない訴えの却下）
第 140条

（呼出費用の予納がない場合の訴えの却下）
第 141条

（重複する訴えの提起の禁止）
第 142条

（訴えの変更）
第 143条

（選定者に係る請求の追加）
第 144条

（中間確認の訴え）
第 145条

（反訴）
第 146条

（時効中断等の効力発生の時期）
第 147条



第 3章　口頭弁論及びその準備

第 2章　計画審理
（訴訟手続の計画的進行）
第 147条の 2

（審理の計画）
第 147条の 3

第 3 章　口頭弁論及びその

準備

第 1節　口頭弁論

（裁判長の訴訟指揮権）
第 148条

（釈明権等）
第 149条

（訴訟指揮等に対する異議）
第 150条

（釈明処分）
第 151条

（口頭弁論の併合等）
第 152条

（口頭弁論の再開）
第 153条

（通訳人の立会い等）
第 154条

（弁論能力を欠く者に対する措置）
第 155条

（攻撃防御方法の提出時期）
第 156条

（審理の計画が定められている場合の攻撃防御

方法の提出期間）
第 156条の 2

（時機に後れた攻撃防御方法の却下等）
第 157条
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第 3章　口頭弁論及びその準備

（審理の計画が定められている場合の攻撃防御

方法の却下）
第 157条の 2

（訴状等の陳述の擬制）
第 158条

（自白の擬制）
第 159条

（口頭弁論調書）
第 160条

第 2節　準備書面等

（準備書面）
第 161条

（準備書面等の提出期間）
第 162条

（当事者照会）
第 163条

第 3 節　争点及び証拠の整理手

続

第 1款　準備的口頭弁論

（準備的口頭弁論の開始）
第 164条

（証明すべき事実の確認等）
第 165条

（当事者の不出頭等による終了）
第 166条

（準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出）
第 167条

第 2款　弁論準備手続

（弁論準備手続の開始）
第 168条

（弁論準備手続の期日）
第 169条

（弁論準備手続における訴訟行為等）
第 170条

（受命裁判官による弁論準備手続）
第 171条

（弁論準備手続に付する裁判の取消し）
第 172条

（弁論準備手続の結果の陳述）
第 173条

（弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出）
第 174条
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第 2章　強制執行

第 2章　強制執行

第 1節　総則

（債務名義）
第 22条

（強制執行をすることができる者の範囲）
第 23条

（外国裁判所の判決の執行判決）
第 24条

（強制執行の実施）
第 25条

（執行文の付与）
第 26条

第 27条

（執行文の再度付与等）
第 28条

（債務名義等の送達）
第 29条

（期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制

執行）
第 30条

（反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の

強制執行）
第 31条

（執行文の付与等に関する異議の申立て）
第 32条

（執行文付与の訴え）
第 33条

（執行文付与に対する異議の訴え）
第 34条

（請求異議の訴え）
第 35条

（執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行

停止の裁判）
第 36条

（終局判決における執行停止の裁判等）
第 37条

（第三者異議の訴え）
第 38条

（強制執行の停止）
第 39条

（執行処分の取消し）
第 40条

（債務者が死亡した場合の強制執行の続行）
第 41条

（執行費用の負担）
第 42条

第 2 節　金銭の支払を目的とす

る債権についての強制執行

第 1款　不動産に対する強制執行

第 1目　通則

（不動産執行の方法）
第 43条
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第 2章　強制執行

（執行裁判所）
第 44条

第 2目　強制競売

（開始決定等）
第 45条

（差押えの効力）
第 46条

（二重開始決定）
第 47条

（差押えの登記の嘱託等）
第 48条

（開始決定及び配当要求の終期の公告等）
第 49条

（催告を受けた者の債権の届出義務）
第 50条

（配当要求）
第 51条

（配当要求の終期の変更）
第 52条

（不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し）
第 53条

（差押えの登記の抹消の嘱託）
第 54条

（売却のための保全処分等）
第 55条

（相手方を特定しないで発する売却のための保

全処分等）
第 55条の 2

（地代等の代払の許可）
第 56条

（現況調査）
第 57条

（評価）
第 58条

（売却に伴う権利の消滅等）
第 59条

（売却基準価額の決定等）
第 60条

（一括売却）
第 61条

（物件明細書）
第 62条

（剰余を生ずる見込みのない場合等の措置）
第 63条

（売却の方法及び公告）
第 64条

（内覧）
第 64条の 2

（売却の場所の秩序維持）
第 65条

（買受けの申出の保証）
第 66条

（次順位買受けの申出）
第 67条
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第 1章　通則
（趣旨等）
第 1条

（公法人の商行為）
第 2条

（一方的商行為）
第 3条

第 2章　商人
（定義）
第 4条

（未成年者登記）
第 5条

（後見人登記）
第 6条

（小商人）
第 7条



第 4章　商号

第 3章　商業登記
（通則）
第 8条

（登記の効力）
第 9条

（変更の登記及び消滅の登記）
第 10条

第 4章　商号
（商号の選定）
第 11条

（他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止）
第 12条

（過料）
第 13条

（自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任）
第 14条

（商号の譲渡）
第 15条

（営業譲渡人の競業の禁止）
第 16条

（譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等）
第 17条

（譲受人による債務の引受け）
第 18条

（詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履

行の請求）
第 18条の 2
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第 6章　商業使用人

第 5章　商業帳簿
第 19条

第 6章　商業使用人
（支配人）
第 20条

（支配人の代理権）
第 21条

（支配人の登記）
第 22条

（支配人の競業の禁止）
第 23条

（表見支配人）
第 24条

（ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人）
第 25条

（物品の販売等を目的とする店舗の使用人）
第 26条
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第 2章　株式

（反対株主の株式買取請求）
第 116条

（株式の価格の決定等）
第 117条

（新株予約権買取請求）
第 118条

（新株予約権の価格の決定等）
第 119条

（株主等の権利の行使に関する利益の供与）
第 120条

第 2節　株主名簿

（株主名簿）
第 121条

（株主名簿記載事項を記載した書面の交付等）
第 122条

（株主名簿管理人）
第 123条

（基準日）
第 124条

（株主名簿の備置き及び閲覧等）
第 125条

（株主に対する通知等）
第 126条

第 3節　株式の譲渡等

第 1款　株式の譲渡

（株式の譲渡）
第 127条

（株券発行会社の株式の譲渡）
第 128条

（自己株式の処分に関する特則）
第 129条

（株式の譲渡の対抗要件）
第 130条

（権利の推定等）
第 131条

（株主の請求によらない株主名簿記載事項の記

載又は記録）
第 132条

（株主の請求による株主名簿記載事項の記載又

は記録）
第 133条

第 134条

（親会社株式の取得の禁止）
第 135条
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第 2章　株式

第 2款　株式の譲渡に係る承認手続

（株主からの承認の請求）
第 136条

（株式取得者からの承認の請求）
第 137条

（譲渡等承認請求の方法）
第 138条

（譲渡等の承認の決定等）
第 139条

（株式会社又は指定買取人による買取り）
第 140条

（株式会社による買取りの通知）
第 141条

（指定買取人による買取りの通知）
第 142条

（譲渡等承認請求の撤回）
第 143条

（売買価格の決定）
第 144条

（株式会社が承認をしたとみなされる場合）
第 145条

第 3款　株式の質入れ

（株式の質入れ）
第 146条

（株式の質入れの対抗要件）
第 147条

（株主名簿の記載等）
第 148条

（株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等）
第 149条

（登録株式質権者に対する通知等）
第 150条

（株式の質入れの効果）
第 151条

第 152条

第 153条

第 154条

第 4 款　信託財産に属する株式につ

いての対抗要件等

第 154条の 2
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第 2章　株式

第 4 節　株式会社による自己の

株式の取得

第 1款　総則

第 155条

第 2款　株主との合意による取得

第 1目　総則

（株式の取得に関する事項の決定）
第 156条

（取得価格等の決定）
第 157条

（株主に対する通知等）
第 158条

（譲渡しの申込み）
第 159条

第 2目　特定の株主からの取得

（特定の株主からの取得）
第 160条

（市場価格のある株式の取得の特則）
第 161条

（相続人等からの取得の特則）
第 162条

（子会社からの株式の取得）
第 163条

（特定の株主からの取得に関する定款の定め）
第 164条

第 3目　市場取引等による株式の取得

第 165条

第 3 款　取得請求権付株式及び取得

条項付株式の取得

第 1目　取得請求権付株式の取得の請求

（取得の請求）
第 166条

（効力の発生）
第 167条

第 2目　取得条項付株式の取得

（取得する日の決定）
第 168条

（取得する株式の決定等）
第 169条

（効力の発生等）
第 170条
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第 17章　文書偽造の罪

第 16章　通貨偽造の罪
（通貨偽造及び行使等）
第 148条

（外国通貨偽造及び行使等）
第 149条

（偽造通貨等収得）
第 150条

（未遂罪）
第 151条

（収得後知情行使等）
第 152条

（通貨偽造等準備）
第 153条

第 17章　文書偽造の罪
（詔書偽造等）
第 154条

（公文書偽造等）
第 155条

（虚偽公文書作成等）
第 156条

（公正証書原本不実記載等）
第 157条

（偽造公文書行使等）
第 158条

（私文書偽造等）
第 159条

（虚偽診断書等作成）
第 160条

（偽造私文書等行使）
第 161条

（電磁的記録不正作出及び供用）
第 161条の 2
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第 18章の 2　支払用カード電磁的記録に関する罪

第 18章　有価証券偽造の罪
（有価証券偽造等）
第 162条

（偽造有価証券行使等）
第 163条

第 18章の 2　支払用カード

電磁的記録に関する罪
（支払用カード電磁的記録不正作出等）
第 163条の 2

（不正電磁的記録カード所持）
第 163条の 3

（支払用カード電磁的記録不正作出準備）
第 163条の 4

（未遂罪）
第 163条の 5
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